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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
八
十
七
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す

る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等

及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省

告
示
第
五
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



- 262 -

１の２ （略） １の２ （略）

１の３ ホの⑴の㈠及び⑵の㈠については、就学児に対し １の３ ホの⑴㈠及び⑵㈠については、就学児に対し、授

、授業終了後に、別に厚生労働大臣が定める施設基準に 業終了後に、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

適合するものとして市町村長に届け出た基準該当放課後 するものとして市町村長に届け出た基準該当放課後等デ

等デイサービス事業所（指定通所基準第71条の３に規定 イサービス事業所（指定通所基準第71条の３に規定する

する基準該当放課後等デイサービス事業所をいう。以下 基準該当放課後等デイサービス事業所をいう。以下同じ

同じ。）において、基準該当放課後等デイサービス（同 。）において、基準該当放課後等デイサービス（同条に

条に規定する基準該当放課後等デイサービスをいう。以 規定する基準該当放課後等デイサービスをいう。以下同

下同じ。）を行った場合に、１日につき所定単位数を算 じ。）を行った場合に、１日につき所定単位数を算定す

定する。 る。

２・２の２ （略） ２・２の２ （略）

２の３ ホの⑴の㈡及び⑵の㈡については、就学児に対し ２の３ ホの⑴㈡及び⑵㈡については、就学児に対し、休

、休業日に、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 業日に、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する

するものとして市町村長に届け出た基準該当放課後等デ ものとして市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサ

イサービス事業所において、基準該当放課後等デイサー ービス事業所において、基準該当放課後等デイサービス

ビスを行った場合に、１日につき所定単位数を算定する を行った場合に、１日につき所定単位数を算定する。

。

３ 指定放課後等デイサービス、共生型放課後等デイサー ３ イについては、授業終了後に、別に厚生労働大臣が定

ビス又は基準該当放課後等デイサービス（以下「指定放 める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け

課後等デイサービス等」という。）の提供時間が30分以 出た指定放課後等デイサービスの単位において、指定放

下のものについては、放課後等デイサービス計画（指定 課後等デイサービスを行った場合、利用定員に応じ、１

通所基準第71条、第71条の２又は第71条の６において準 日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

用する指定通所基準第27条に規定する放課後等デイサー

ビス計画をいう。以下同じ。）に基づき、周囲の環境に

慣れるために提供時間が30分以下の指定放課後等デイサ

ービス等が必要であると市町村が認めた就学児に対し、

指定放課後等デイサービス等を行った場合に、算定する

。

（削る） イ 利用定員が10人以下の場合 ９単位

（削る） ロ 利用定員が11人以上20人以下の場合 ６単位

（削る） ハ 利用定員が21人以上の場合 ４単位




